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2021年 7月 19日 

One Asia Lawyers シンガポール事務所 

 

シンガポール個人情報保護法 Q&A（第 11回） 

 

 本稿執筆の背景については、第 1回記事の冒頭をご参照ください。 

Q. 保有制限期間内の保管に際しては、どのような点に注意する必要がありますか。 

 

保有制限義務に関し、ガイドラインにおいては、事業者は、保有する個人情報を定期的に見

直し、その個人情報がまだ必要かどうかを判断しなければならないとされています。大量の異

なる種類の個人情報を保有している事業者は、個人情報の種類に応じた適切な保有期間を設定

しなければならない場合もあると考えられます。 

そして、PDPCからは、PDPA上の保有制限義務の要件に従った個人情報保有期間に関するル

ールを含む個人情報保有ポリシーを作成することが推奨されています。また、個人情報が比較

的長期間にわたり、保有される場合には、そのポリシー中に、その保有の理由を明記すべきで

あるとされます。また、個人情報の種類に応じて適用されるポリシーを分けたり、保有制限義

務の遵守を容易ならしめるような方法で個人情報が記録・保存されるよう、社内プロセスを開

発又は調整すべきであるとされています。 

 

Q. 個人情報を保有する必要がなくなった場合には、どのような対応をとるべきですか。 

 

個人情報を保有する必要がなくなった場合には、事業者は、PDPA上、個人情報を含む文書の

保有を停止するか、又はその個人情報を特定の個人と関連付ける手段を削除する（データの匿

名化）により対応することができるとされます。 

 このうち、「保有の停止」には、本人への情報（書類等）の返却、本人の指示に基づく第三

者への譲渡、シュレッダーその他の適切な方法による廃棄が含まれます。 

 この点、保有を停止したと言えるためには、事業者が可能な限り、個人情報を含む文書を完

全に回収不能にしたり、アクセス不能となる方法で、保有を終了する必要がありますが、一方

で、シュレッダーにかけられた書類が残っていたり、PC上から削除された個人情報が削除済み

のフォルダに入っているだけのケースもあり得ます。このように、事業者が個人情報の保有を

停止したかどうかについて疑わしい場合について、次のような要素が考慮されることになりま

す。 

(a) 事業者が、その（削除された）個人情報を再度利用したり、アクセスしたりする意図がある

かどうか。 
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(b) 個人情報を再び利用又はアクセスするために、どれだけの労力や資源が必要となるか。 

(c) 第三者がその個人情報へのアクセス権を有しているかどうか。 

(d) 個人情報を恒久的かつ完全な方法で破棄、廃棄又は削除するための合理的な試みを行ってい

るかどうか。 

 

Q. 個人情報の「匿名化」に関しては、どのように理解すればよいですか。 

 

上記の通り、事業者は、個人情報が匿名化された場合にも、個人情報の保有を停止したもの

とみなされます。一般に、匿名化とは、残ったデータから特定の個人を識別できないように、

個人の識別情報を削除するプロセスと理解されます。 

 この点、匿名化プロセスの理解については、法域や分野によって異なる可能性があります。

例えば、「匿名化」と「非識別化」とを区別し、個人情報を、単独で他の情報と組み合わせて

も個人を識別できないデータに変換するプロセスのみを「匿名化」と理解する場合もありま

す。また、「匿名化」を不可逆的な非識別化を意味する言葉として使用する場合もあります。 

一方で、PDPCガイドラインにおいては、「匿名化」を可逆的な場合及び不可逆的な場合の双

方を含むものとして使用されています。もっとも、使用される特定のプロセスが可逆的である

ことは、事業者が再識別のリスクを管理する際の考慮要素となります。 

 ガイドラインによると、「匿名化」の例としては次のようなものが挙げられます。1 

(a) 偽名化：個人識別情報を、他の参照情報で置き換えること。例えば、個人の名前を、ランダ

ムに生成されるタグや参照番号で置き換えること。 

(b) 集計：個人を特定できるような個々の値が表示されないように、値を合計で表示すること。

例えば、8人の年齢（33歳，35歳，34歳，37歳，42歳，45歳，37歳，40歳）のデータセット

につき、年齢を表示するのではなく、グループに含まれる個人の年齢の合計（303歳）を表示す

ること。 

(c) 置換：値又は値の一部を、計算された平均値又は値から得られた数値に置き換えること。例

えば、目的のために正確な年齢を必要としない場合において、年齢が 15歳、18歳、20歳の人を

17歳の値に置き換えて、区別を曖昧にすること。 

(d) データの圧縮：目的に必要のない値を削除すること。例えば、個人の属性のデータセットか

ら「民族」を削除すること。 

                                                           
1 但し、PDPCは、特定の方法を推奨又は支援するものではなく、各事業者において、それぞれ

の状況や業務上の背景等に基づき、独自に方法を判断することが求められています。 
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(e) データの再コード化又は一般化：ある個人情報のカテゴリをより広範なカテゴリにグループ

化等すること。例えば、正確な教育レベル（K1、Primary 3、Secondary 2等）をより広いカテゴ

リ（Pre-primary、Primary、Secondary等）にグループ化したり、与えられた範囲内の値を隠した

りすること（例：年齢「43」を範囲「40-50」に置き換える等）。 

(f) データのシャッフル：個人情報の値を同じ種類のものと混ぜ合わせたり、置き換えたりする

ことにより、情報が似ているように見えても実際の詳細とは無関係なものとすること。例え

ば、顧客データベースの名字を、別のデータベースから抽出した名字に置き換えることによる

サニタイズ 

(g) マスキング：データの見た目を維持したまま、特定の詳細を削除すること。例えば、NRIC

番号の完全な文字列を「S1234567A」ではなく「#####567A」と表現すること。 

また、この「匿名化」にあたっては、それぞれ匿名化されたデータセットを組み合わせるこ

とにより、個人が再識別されるリスクについても留意が必要とされます。各事業者において

は、個人情報の匿名化を行う場合には、この再識別のリスクも勘案することが求められていま

す。2 

以 上 

 

＜注記＞ 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

「One Asia Lawyers」は、日本及び ASEAN 及び南アジア各国の法に関するアドバイスを、シー

ムレスに、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で

最初の ASEAN 及び南アジア法務特化型の法律事務所です。また、近時はオーストラリア・ニュ

                                                           
2 以上につき、詳細は、Advisory Guidelines on the PDPA for Selected Topics

（https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/AG-on-Selected-

Topics/Advisory-Guidelines-on-PDPA-for-Selected-Topics-9-Oct-2019.pdf?la=en）の「匿名化」

（Anonymisation）の項をご参照ください。 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/AG-on-Selected-Topics/Advisory-Guidelines-on-PDPA-for-Selected-Topics-9-Oct-2019.pdf?la=en
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/AG-on-Selected-Topics/Advisory-Guidelines-on-PDPA-for-Selected-Topics-9-Oct-2019.pdf?la=en
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/AG-on-Selected-Topics/Advisory-Guidelines-on-PDPA-for-Selected-Topics-9-Oct-2019.pdf?la=en
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/AG-on-Selected-Topics/Advisory-Guidelines-on-PDPA-for-Selected-Topics-9-Oct-2019.pdf?la=en
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ージーランドエリア、及び中国深センにも関連会社オフィスを展開し、クライアントからの更

なるニーズに応えるよう努めております。 

One Asia Lawyers シンガポール事務所においては、常駐日本人専門家・シンガポール法弁護士を

含む合計 20名強の体制で対応を行っております。M&Aを中心とするコーポレート案件、労務、

個人情報その他を含むコンプライアンス案件、倒産、国際仲裁等、現地に根付いたサービスを

提供しております。 

顧問先向けには、各種動画配信（例えば、「サーキットブレーカー解除後に求められるシンガ

ポールにおける個人情報保護法対策」、「シンガポールにおける債権回収・倒産法の実務」等

も行っております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

tomoyoshi.ina@oneasia.legal 

 

伊奈知芳 One Asia Lawyers シンガポール事務所 

弁護士登録後、日本における対中国クロスボーダー投資案件を主要業務とする

ブティック型法律事務所に約 8 年間勤務。同所入所直後より主に中国案件に関

与し、2010年より同所上海事務所代表として常駐。2013年より同所首席代表弁

護士として勤務する。 

同所在職中は、主に日系クライアントに対する対中国・アジア進出、企業再編（50 件以上の

M&A を含む。）、撤退案件全般に関する各種法的アドバイスの提供のほか、各種案件に伴う労

務問題の処理、税関問題の処理、債権回収案件への対応等に携わる。 

2015 年、同所を退職後、シンガポール国立大学法学部大学院（LL.M.）へ留学。2016 年、同大学

院を卒業（Master’s Degree を取得）後、One Asia Lawyers の設立に参画。以後一貫してシンガポ

ールをベースとし、東南アジア及び中国を中心とするクロスボーダーM&A 案件のほか、労務、

知財、コンプライアンスその他一般企業法務案件、及びシンガポールに関わる国際離婚、相続案

件等に幅広く携わっている。特に、シンガポールを中心とした個人情報保護法制に関する案件に

ついては、講演・執筆活動も多数行っている。tomoyoshi.ina@oneasia.legal 
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